
〇交通事故には、「被害」、「加害」、「自損」の場合が考えられま

すが、いずれの場合も、自己責任です。

・登下校中の交通事故は、学校管理下の事故には当たりません。

・学校では、生徒が交通事故に遭わないよう、交通安全に関する指導や

教育、注意喚起などを行います。

・御家庭では、「毎朝、家を出る際に注意を呼び掛ける」など、家庭だか

らこそできる取組を是非お願いします。

〇生徒が加害事故を起こした場合、多額の損害賠償が生徒本人、

または生徒の保護者に対して請求されることがあります。

《未成年本人に賠償金の支払が命じられた事例》

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜め横

断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員（24 歳）と衝突。

男性会社員に重大な障害（言語機能の喪失等）が残った。

（賠償額：9,266 万円 東京地方裁判所、平成 20 年６月５日判決）

２ 静岡県自転車条例

〇「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平

成 31 年４月１日に施行されました。

・条例により、保護者は御家庭等において、お子様に対して自転車を安

全で適正に利用することができるよう、必要な教育を行うことが求め

られています。

・また、10 月１日より保護者はお子様が自転車を利用するときは自転

車損害賠償保険等の加入が義務付けられています。

※別添フローにより御確認ください。

保護者用資料

１ 登下校中の交通事故は、誰の責任？



〇自転車を利用するにあたり、被害者・加害者にならない為にも

「自転車安全利用五則」の徹底を御家庭においても指導をお願い

します。

・自転車は車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

・安全ルールを守る

・子どもはヘルメットを着用

あ〇年間 1,230 人の高校生が交通事故

で怪我を負っています。

・自転車事故が全体の約 76%を占める。

・自動車事故のうち、約 97%が同乗中

によるものです。

あ〇自転車事故のうち、約 95%は車両

相互事故です。

・出合頭の事故が全体の約 58%、次いで

右・左折時が約 26%を占めます。

あ〇交通事故で怪我を負った高校生のう

ち、240 人が第１当事者です。

・第１当事者のうち、約 96%が自転車

乗車中によるものです。

※第１当事者：事故に関わった人の中で

過失が一番重い人。

４ 県内高校生の交通事故発生状況 ※ 令和元年（新型コロナ感染拡大前実績）

静岡県教育委員会 健康体育課

危 機 管 理 ・ 安 全 班

1 対車両が全体の約 95%

1 全体の約 76% 931 人

1 全体の約 20% 240 人

３ 自転車安全利用五則の徹底




